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　これからの季節は、日没が早まり、午後４時～６時の「薄
暮時間帯」から夜間にかけ、交通事故が多発する傾向にあ
ります。
　一人一人が交通ルールを守り、交通
事故を起こさないように、また、交通
事故に遭わないようにしましょう。

歩行者の皆さんへのお願い
○夕暮れ時・夜間に外出するときは、運転者からよく見え
　るように、明るい色の服装と反射材用品の活用を心掛け
　自分の存在をアピールしましょう。
○道路を横断するときなどは、車の動きをよく見て、安全
　を確認しましょう。
自転車利用の皆さんへのお願い
○反射材を取り付け、点検・整備した自転車を利用し、夕
　暮れ時は、自分の存在をアピールするため、ライトの早
　め点灯を心掛けましょう。
○二人乗り、傘差し運転、携帯電話、ヘッドホンなどを使
　用しながら自転車を利用することの危険性を認識しま
　しょう。「自転車安全利用五則」を遵守し、安全に自転
　車を利用しましょう。
ドライバーの皆さんへのお願い
○スピードを控えめにし、早めのライト点灯で、見ること、
　見せることを徹底しましょう。また、夜間に対向車・先
　行車がないときは、ライトを上向きにして、危険を早期
　に発見しましょう。

問十和田警察署☎㉓ 3195
夕暮れ時・夜間の交通事故を防止しよう

「土砂災害警戒情報メール通知サービス」を活用しましょう

● 土砂災害警戒情報メール通知サービスとは ●

　皆さんがお住まいの市町村に「大雨警報」、「土砂災害警戒情報」が発表されたこと
を、携帯電話やパソコンにメールでお知らせします。
　大雨警報が発表された際は、避難準備をしましょう。
　また、土砂災害警戒情報が発表された際には、早めに安全な場所に
自主避難をしましょう。
※ＱＲコードかＵＲＬより登録できます。
　ＵＲＬ　https://www.dosya-keikai.pref.aomori.jp/registmail/index.html

問上北地域県民局地域整備部
　河川砂防施設課
　☎㉓ 4329

▼登録用
　QRコード
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